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総合内科専門医 (18,130 人 @ 2015/3/31)
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新研修制度下でのSupecialtyが主体の内科専門医制度

内科系専門医の２階建て制度（平成16年以降）



（日本専門医制度評価・認定機構での専門医の定義）

専門医とは、我が国の医療制度の基盤をなす医師の専門性を
示すもので、各々の診療領域の標準的診療を行うことので
きる技量（知識、技能、態度）を修得したと認定された医
師を言う。

（専門医制度の目的）

専門医制度の目的は、

１) 医師育成：

安全で、安心な医療を提供できる質の高い医師の育成を図る

２） 医療提供体制：

専門医が医療の質を担保する医療提供体制の構築に寄与す
る、

ことである。

我が国における専門医の基本構想
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スーパードクターではない！

ミクロ的進視点からの制度設計

マクロ的視点からの制度設計

より効率的に適正数の育成

より良質の医師の育成

専門医＝診療領域の標準診療の技量を修得した医師



厚労省専門医制度に関する検討委員会の最終答申
（抜粋）

1) 公的権限のある第三者的評価･認定機構の設立

2) 医療体制・医療計画の視点からの制度設計

3） 専門医制度の公的位置付け

第三者機関

二段階制度

総合診療専門医

その他： 専門医数、臨床研修・卒前教育との連携

広告開示・標榜制度



（社）日本専門医機構組織図
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専門医制度改革の骨子

•専門医の医師像を国民に分かりやすく明確にする

•学会認定の専門医から機構認定の専門医へ

•診療に従事しようとする医師は、19の基本領域のいずれか
1つの専門医資格を取得する

•研修プログラムにより研修施設群の中で、所定期間の修練を
必須とする

•専門医としての診療実績があって、初めて更新・認定される

•プロフェッショナルオートノミーによる管理・運営
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•専門医としての診療実績があって、初めて更新・認定される
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認定医制度審議会 将来構想会議での新しい専門医制度の検討

・専門医制度を持つ学会が乱立 ⇒ 患者に対する医療サービスの安心・安全

→ 標準的な質・サービスの確保

・第三者機関の設立と総合医の導入を柱とする新しい専門医制度の検討が始まる．

（厚生労働省「専門医の在り方に関する検討会」、日本専門医制評価・認定機構）

より良い「内科医（generalist）」育成を目指す．

○主要テーマ

▶将来の認定内科医と総合内科専門医の在り方
▶研修の質（施設認定の見直し，モデル研修プログ

ラムの策定等）
▶総合医構想と本会認定医制度との関連性

・第三者機関を設置し，専門医制度の標準化を行なう．

１８の基本領域学会を１階（５年研修）部分，そしてsubspecialty学会

を２階部分とする二階建制の設置．

・地域を診る「総合診療専門医」を１９番目の基本領域専門医とする．

プライマリ・ケア，内科，小児，救急など関連する学会でボードを

構成し，プログラムを検討する．この資格と他の基本領域専門医と

のダブルボードについてはこれから協議を行なう．

・認定内科医（３年研修）→新・内科専門医（５年研修）
従来の認定内科医資格以上に，内科全般の研修実績を重視する．

・総合内科専門医→新・内科指導医
指導医を依頼から資格認定へと切り替え，より実体的な指導体制を構築する．

・モデルプログラムを策定．その上で実体的な研修を重視した新・施設（群）認定を行なう．
例）各支部で施設（群）プログラムの精査，研修ログシステム（あるいは手帳）の導入な

ど．
・総合医構想について
関連学会と協議し，プログラムを検討する．この資格とのダブルボードを視野に入れたい．

動向を
注視！

背景

日本内科学会での検討 厚生労働省、日本専門医制評価・認定機構での検討

日本内科学会認定医制度将来構想（案）



新・内科専門医制度

周知パンフレット

『新・内科専⾨医制度に向けて』

昨年秋に認定教育施設に向け配布

し、現在、日本内科学会Webサイ

トにて公開中。

2015年7月19日
日本専門医機構が承認

7月25日
日本内科学会教育病院連絡協議会で公表



新内科専門医・指導医の医師像

（新）内科専門医

1) 地域医療における内科領域の診療医（かかりつけ医）

2) 内科系救急医療の専門医

3) 病院での総合内科（generality)の専門医

4) 総合内科的視点を持ったsubspecialist

（新）内科指導医

1) 卒前教育、卒後研修の担い手としての臓器横断的内科
（generalist）の指導医

2) 地域内科系診療ネットワークのリーダー、生涯教育の担い手

3) 臨床医学の横断的領域としての内科学の研究者



研修手帳について

67＋３のカテゴリに分類され、各カテゴリ

で最低1症例を経験することが、新しい内科

専門医を受験する上での条件となる。

カテゴリ

研修カリキュラムに収載された「症例」区分を

抽出したものを「研修手帳」として整備する。

この中から1症例
以上の経験を
要する。

専攻医の症例数
目標：主担当医として200症例，70疾患，29病歴要約

修了条件：主担当医として160症例，56疾患，29病歴要約
の経験が受験条件



内科専攻研修において求められる「疾患群」、「症例数」、「病歴提出数」
専門研修プログラム整備基準より

内容
専攻医3年修了時 専攻医3年修了時 専攻医2年修了時 専攻医1年修了時

※4 病歴要約提出数
設定疾患群（標準） 最低必要疾患群 最低必要疾患群 最低必要疾患群

分野

総合内科Ⅰ（一般） 1 1 1

内科研修の特性上，
1年時の分野ごとの
必要疾患群をそれ
ぞれ固定して定める
ことは困難であるた
め，特に設定はしな

い．

どの分野から研修を
行うのか，というこ
とは任意である．

2総合内科Ⅱ（高齢者） 1 1 1

総合内科Ⅲ（腫瘍） 1 1 1

消化器 9 ※1 5以上 ※1 5以上 ※1 3

循環器 10 5以上 5以上 3

内分泌 4 2以上 2以上
3

代謝 5 3以上 3以上

腎臓 7 4以上 4以上 2

呼吸器 8 4以上 4以上 3

血液 3 2以上 2以上 2

神経 9 5以上 5以上 2

アレルギー 2 1以上 1以上 1

膠原病 2 1以上 1以上 1

感染症 4 2以上 2以上 2

救急 4 4 4 2

外科紹介症例 2

剖検症例 1

合計 70疾患群
※2 56疾患群

（任意選択含む）

※3 45疾患群
（任意選択含む）

20疾患群
29症例

（外来は最大7）

症例数
200以上

（外来は最大20）
200以上

（外来は最大20）
160以上 80以上



研修手帳
（ログ）

研修プログラム

専
攻
医

プ
ロ
グ
ラ

ム
指
導
医

研修手帳サーバ

症例経験の登録システム

新しい病歴要約の作成と登録のイメージ

卒後１～４年目以降

症例経験の登録
２００症例以上 評価・確認

専攻医の「マイページ」

初期臨床研修症例は、症例サマリーを指導医が研修の質を評価・確認した場合登録可能

日本内科学会専攻医登録評価システム（仮称）

専攻医のマイページ 指導医のマイページ

１６０症例以上

指導医の「マイページ」

EPOC（エポック）オンライン卒後臨床研修評価システムを参考にしています。



病歴要約のWeb上での査読システム

卒後５年目以降
内科専門医ボード
（内科学会専門医による）

専
攻
医

研修手帳
（ログ）

病歴要約（症例）を
29症例分提出

確認

プ
ロ
グ
ラ

ム
指
導
医

研修
プログラム

査
読
委
員

↓
合格

卒後６年目以降

査読

すべてのやりとりは研修手帳サーバ上で行われる。

やり直し請求

（最短で卒後５年間の研修）



新内科専門医制度の受験資格

内科専門医取得前

医
師
国
家
試
験
合
格

初期臨床研修
２年

基本領域
後期臨床研修
（専攻医）
２年以上

（１年以上）

サ
ブ
ス
ペ
シ
ャ
ル
テ
ィ

専
門
医
試
験

新

内
科
指
導
医
認
定

内科専門医取得後

指導医研修期間 ３年以上

査
読

Subspecialty領域
後期臨床研修
（専攻医）

・内科全般にわたる研修を行なう
・入局の時期は問わない

新
・
内
科
専
門
医

筆
記
試
験

新
・
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科
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門
医

病
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内科系大学院

博
士
号
取
得

内科医のキャリアパスの多様性：プライマリーケアから研究医まで



iii学問的姿勢

6

１）患者から学ぶという姿勢を基本とし、２）科学的な根拠に基づいた診断、治療を行う
（EBM; evidence based medicine）、３）最新の知識、技能を常にアップデートする（生涯学
習）、４）診断や治療のevidenceの構築・病態の理解につながる研究を行う、５）症例報告を
通じて深い洞察力を磨く、といった基本的な学問的姿勢を涵養する。

iv医師としての倫理性、社会性など

7

内科専門医として高い倫理観と社会性を有することが要求される。具体的には以下の項目
が要求される。
１）患者とのコミュニケーション能力、
２）患者中心の医療の実践、
３）患者から学ぶ姿勢、
４）自己省察の姿勢、
５）医の倫理への配慮、
６）医療安全への配慮、
７）公益に資する医師としての責務に対する自律性（プロフェッショナリズム）、
８）地域医療保健活動への参画、
９）他職種を含めた医療関係者とのコミュニケーション能力、
１０）後輩医師への指導

到達目標（修得すべき知識・技能・態度など）

内科専門研修プログラム整備基準における到達目標(抜粋）

４． 専門知識
5． 専門技能（診察、検査、診断、処置、手術など

8～10. 経験目標（種類、内容、経験数、要求レベル、学習法および評価法等）

内科専門医プログラムの到達目標の内容
1)医療人として必要な基本姿勢・態度 （iii 学問的姿勢、iv医師としての
倫理性、社会性など）

2)専門領域の目標（４．専門知識、5．専門技能、8～10. 経験目標など）



精神科領域専門医
①患者や家族の苦悩を受け止める感性と共感する能力を有し、その問題点と病態を把握し、治療を含め
た対策を立てることができる。②患者・家族をはじめ多くの職種の人々とのコミュニケ－ション能力を有し専
門性を発揮し協働することができる。③根拠に基づき、適切で、説明のできる医療を行うことができる。
④臨床場面における困難に対し、自主的・積極的な態度で解決にあたり、患者から学ぶという謙虚な姿勢
を備えている。⑤高い倫理性を備えている。 以上の能力を備えた精神科領域専門医になる。

整形外科専門医
整形外科研修プログラムを修了した専攻医は、あらゆる運動器に関する科学的知識と高い社会的倫理観を備
え、さらに、進歩する医学の新しい知識と技能を修得できるような幅広い基本的な臨床能力（知識・技能・態
度）が身についた整形外科専門医となることができる。また、同時に専攻医は研修期間中に以下のコアコンピテ
ンシーも習得できる。１）患者への接し方に配慮し、患者や医療関係者とのコミュニケーション能力を磨くこと 。
２）自立して、誠実に、自律的に医師としての責務を果たし、周囲から信頼されること（プロフェッショナリズム）。
３）診療記録の適確な記載ができること。４）医の倫理、医療安全等に配慮し、患者中心の医療を実践できるこ
と。５）臨床から学ぶことを通して基礎医学・臨床医学の知識や技術を修得すること。６）チーム医療の一員とし
て行動すること。７）後輩医師に教育・指導を行うこと 。

基本領域専門医研修後の成果（Outcome）の例（日本専門医機構HPより）

形成外科専門医
専門研修プログラムによる研修により、１）形成外科領域におけるあらゆる分野の知識と技能 ２）診断から治
療まですべての診療に関するマネージメント能力 ３）チーム医療実践能力 ４）コミュニケーション能力 ５）プロ
フェショナリズムなどの習得を通じて高度の専門技能と社会性、倫理性を備えた形成外科領域専門医となる。

外科専門医
専攻医は専門研修プログラムによる専門研修により，以下の６項目を備えた外科専門医となる．（１） 外科領
域のあらゆる分野の知識とスキルを習得する．（２） 外科領域の臨床的判断と問題解決を主体的に行うこと
ができる．（３） 診断から手術を含めた治療戦略の策定，術後管理，合併症対策まですべての外科診療に関
するマ ネージメントができる．（４） 医の倫理に配慮し，外科診療を行う上での適切な態度と習慣を身に付け
ている．（５） 外科学の進歩に合わせた生涯学習を行うための方略を修得している．（６） 外科学の進歩に寄
与する研究を実践するための基盤を取得している.

基本領域専門医プログラムの到達目標は、
1)医療人として必要な基本姿勢・態度、 2)専門領域の目標

で構成されている



Ⅰ 行動目標
医療人として必要な基本姿勢・態度
（１）患者－医師関係
（２）チーム医療
（３）問題対応能力
（４）安全管理
（５）症例呈示
（６）医療の社会性

医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施行について
（厚生労働省医政局長通知平成27 年3 月31 日）（別添１）

臨床研修の到達目標（抜粋）

必修項目
１）診療録の作成
２）処方箋・指示書の作成
３）診断書の作成
４）死亡診断書の作成
５）CPC レポート（※）の作成、症例呈示
６）紹介状、返信の作成
上記１）～６）を自ら行った経験があること
（※ CPC レポートとは、剖検報告のこと）

臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、
医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる
負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるもので
なければならない

第3回医師臨床研修制度の到達目標・評価の在り方に関するワーキンググループ
（平成27年7月2日）資料
新たな上位目標（案）
Ｉ．コミュニケーション、ＩＩ．チーム医療、ＩＩＩ．医学知識と問題対応能力、ＩＶ．安全管理
Ｖ．患者へのケアと診療技術、ＶＩ．医療の社会性、ＶＩＩ．プロフェッショナリズム、
ＶＩＩＩ．科学的探究と生涯学習

臨床研修到達目標の設定： 基本領域専門医プログラムの到達目標における
1)医療人として必要な基本姿勢・態度との摺合せと整理を希望します。



Ⅱ 経験目標
Ａ 経験すべき診察法・検査・手技
（１）医療面接
（２）基本的な身体診察法
（３）基本的な臨床検査
（４）基本的手技
（５）基本的治療法
（６）医療記録
（７）診療計画
Ｂ 経験すべき症状・病態・疾患
１ 頻度の高い症状
２ 緊急を要する症状・病態
３ 経験が求められる疾患・病態

Ｃ 特定の医療現場の経験
（１）救急医療
（２）予防医療
（３）地域医療
（４）周産・小児・成育医療
（５）精神保健・医療
（６）緩和ケア、終末期医療
（７）地域保健

臨床研修の到達目標（抜粋） 続き

必修項目
下線の手技を自ら行った経験があること
下線の症状を経験し、レポートを提出する
＊「経験」とは、自ら診療し、鑑別診断を行うこと
下線の病態を経験すること
＊「経験」とは、初期治療に参加すること

必修項目
１．Ａ疾患については入院患者を受け持ち、診断、検
査、治療方針について症例レポートを提出すること
２．Ｂ疾患については、外来診療又は受け持ち入院患
者（合併症含む。）で自ら経験すること
３．外科症例（手術を含む。）を１例以上受け持ち、診
断、検査、術後管理等について症例レポートを提出す
ること

※全疾患（８８項目）のうち７０％以上を経験することが望ましい

必修項目
救急医療の現場、へき地・離島診療所、中小病院・
診療所等の地域医療の現場、精神保健福祉センター、
精神科病院等の精神保健・医療の現場、臨終の立ち
会いを経験すること

Ⅱ 経験目標
Ａ 経験すべき診察法・検査・手技
（１）医療面接
（２）基本的な身体診察法
（３）基本的な臨床検査
（４）基本的手技
（５）基本的治療法
（６）医療記録
（７）診療計画
Ｂ 経験すべき症状・病態・疾患
１ 頻度の高い症状
２ 緊急を要する症状・病態
３ 経験が求められる疾患・病態

Ｃ 特定の医療現場の経験
（１）救急医療
（２）予防医療
（３）地域医療
（４）周産・小児・成育医療
（５）精神保健・医療
（６）緩和ケア、終末期医療
（７）地域保健

必修項目
救急医療の現場、へき地・離島診療所、中小病院・
診療所等の地域医療の現場、精神保健福祉センター、
精神科病院等の精神保健・医療の現場、臨終の立ち
会いを経験すること

全基本領域専門医に必須？



（２）基幹型臨床研修病院の指定基準の強化
・新規入院患者数、救急医療の提供などについて、基準を強化する
・新基準を満たさなくなる病院は、研修医の受入実績等を考慮し指定の取り消すか否かを決定

臨床研修制度の見直しの概要（２１年４月）

臨床研修制度の基本理念の下で臨床研修の質の向上を図るとともに医師不足への対応を行う

※ 基本理念 … 医師としての人格のかん養と基本的な診療能力の修得

（３）研修医の募集定員の見直し
・都道府県別に募集定員の上限を設定する
・病院の募集定員は、研修医の受入実績や医師派遣等の実績を踏まえ設定する
・募集定員が大幅に削減されないように、前年度採用内定者数（マッチ者数）を勘案して
激変緩和措置を行う

（１）研修プログラムの弾力化
・必修の診療科は内科、救急、地域医療とする ※従来は、内科、外科など７診療科が必修

・外科、麻酔科、小児科、産婦人科、精神科は選択必修科目とする（２科目を選択して研修を行う）

・一定規模以上の病院には、産科・小児科の研修プログラムを義務付ける。

１ 見直しの趣旨

２ 見直しの内容

臨床研修制度の基本理念の下で臨床研修の質の向上を図るとともに医師不足への対応を行う

※ 基本理念 … 医師としての人格のかん養と基本的な診療能力の修得

（１）研修プログラムの弾力化
・必修の診療科は内科、救急、地域医療とする ※従来は、内科、外科など７診療科が必修

・外科、麻酔科、小児科、産婦人科、精神科は選択必修科目とする（２科目を選択して研修を行う）

・一定規模以上の病院には、産科・小児科の研修プログラムを義務付ける。



アンケートに答えられた病院の所属区分

項目 件数 ％

①大学付属病院 52 7.2

②一般教育病院（国公立病院） 181 25.2

③一般教育病院（民間病院） 144 20.1

④教育関連病院（国公立病院） 158 22.0

⑤教育関連病院（民間病院） 183 25.5

合計 718 100.0

新臨床研修制度内科教育病院アンケート結果2010



Q： 研修医の臨床能力はこの制度の開始以前と比べて
どのように変化したと感じますか。

1.6

1.8

10.9

11.7

15.3

25.3

35.3

31.3

7.5

7.5

29.4

22.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大学・教育病院

教育関連病院

①開始以前より非常に低下した。
②開始以前より低下した。
③変わらない。
④開始以前より良くなった。
⑤開始以前より非常に良くなった。
⑥良くなった部分と悪くなった部分がある。



Q： どの分野の能力が良くなりましたか. （複数回答可）

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0

大学・教育病院

教育関連病院

①内科 ②外科 ③救急

④麻酔科 ⑤小児科 ⑥産婦人科

⑦精神科 ⑧地域医療 ⑨その他

%

（複数回答可なので、%は 大学・教育病院：件数/全回答数389件×100、
教育関連病院：件数/全回答数341×100 とした．）



Q: どの分野が低下したと感じますか。 （複数回答可）

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

大学・教育病院

教育関連病院

①内科 ②外科 ③救急 ④麻酔科 ⑤小児科

⑥産婦人科 ⑦精神科 ⑧地域医療 ⑨その他

（複数回答可なので、%は 大学・教育病院：件数/全回答数389件×100、
教育関連病院：件数/全回答数341×100 とした．）

%



Q: 弾力化は昨年までの研修方式と比べて，改善といえるでしょうか。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大学・教育病院

教育関連病院

①改善である。

②改善ではない。

③どちらともいえない



Q: 新しい指定基準は妥当とお考えですか。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大学・教育病院

教育関連病院

①妥当である。 ②妥当ではない ③何とも言えない。



Q: 定員枠の新しい設定は妥当とお考えですか。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大学・教育病院

教育関連病院

①妥当である。 ②妥当ではない ③何とも言えない。



サブスペシャルティ専門医試験

基本領域専門医試験

初期臨床研修終了

医師国家試験

基
本
領
域
専
門
医
研
修

0年

1年

2年

5年

（選択肢 、後期研修との連結）

一般診療能力（内科、救急、地域医療）

臨床研修制度と専門医制度

卒前医学教育 OSCE・CBT

サ
ブ
領
域
専
門
医
研
修

7～8年

（選択肢 、後期研修との連結）

臨床研修到達目標の設定： 基本領域専門医プログラム選択の多様性に配慮した
年次ごとの到達目標の設定を希望します。



臨床研修指定病院914施設のうち、日本内科学会の教育施設認定を受けている施設

教育病院 教育特殊病院 教育関連病院 教育関連特殊病院 無認定

411 2 429 0 72

臨床研修指定病院の92.1％は内科専門医専攻の教育認定施設

日本内科学会 認定教育施設における臨床研修指定病院の割合

教育病院 教育特殊病院 教育関連病院 教育関連特殊病院

97% 29% 65% 0%

新・内科専門医制度の基幹病院の殆どは臨床研修指定病院

臨床研修指定病院と内科専門医研修施設との関連
2015年3月現在



新内科専門医制度から観た
初期臨床研修の到達目標に関する要望

1) 全医師共通の最終ゴールは、基本領域専門医
（総合診療の専門性を認定）

⇒ 全基本領域専門医に必須な項目に限定すべき
（卒前のクラークシップを超える、最大2年間で修得可能な目標)

2) 医療体制へ人的資源を適正供給（専門医制度の目的）

⇒ 基本領域専門医制度と連続性のある効率性が必要
（臨床研修施設と内科研修施設はほぼ重複、制度的連結も可能）

3) 内科専門医の医師像は多様、殆どサブ専門医を目標

⇒ 多様な専攻医のニーズに対応可能な可塑性が必要
（平成21年の制度見直しに対応した年度ごとの到達目標の設定）

渡
辺
毅

内科専門医プログラムの到達目標の評価では、
初期臨床研修での到達目標評価法（EPOCなど）
を参考にさせて戴いています。
今後とも、相互協力を宜しくお願いします。


